
家庭で不用となった園芸用土を回収します家庭で不用となった園芸用土を回収します

問い合わせ 三鷹市生活環境部ごみ対策課 TEL：0422‐29‐9613

園芸用土回収場所（２か所）

三鷹市リサイクル市民工房

新川暫定広場

住所：深大寺２-16-13 ※駐車場  数台程度

回収日時：毎月第２土曜日

回収時間：午前10時から正午まで

住所：新川１－６－１ ※駐車場 １台（障がい者用）

回収日時：毎月第２土曜日

回収時間：午前10時から正午まで

・駐車場に限りがありますので、公共交通機関（バス）や自転車を利用してお越しください。

・当日の土の持ち込み量・人数によってはお待ちいただく場合があります。

園芸用土を持ち込まれる際の注意事項
・１日に持ち込みできる量 一世帯10ℓ程度（円滑な受付案内や一人でも多くの方がご利用できる
ように持ち込み量は遵守してください。）
・園芸用土は袋に入れてお持ちください。（土回収後、袋はお持ち帰りください。）
・園芸用土の持ち込みは、三鷹市在住の方のみ
・回収の対象は、土のみ
※土以外の異物（鉢・プランター、鉢底ネット、砂、泥、肥料、植物の葉・枝・根っこ、鉢底石等）は
回収できません。
※固まった土は、事前にほぐしてからお持ち込みください。根っこと一体化してしまい、ふるい落とせない
ものは回収不可。

・各回収場所にてお持ち込みされた土はご自身でふるいに
かけ、土以外の異物は持ち帰っていただき、ご自身での処分となります。（ふるい用の軍手等をご持
参ください。）
※予め土をご自宅でふるいにかけてお持ち込みいただけると円滑に受付が可能となります。
・事業者から出された園芸用土は回収できません。
・虫が湧いている土は回収できない場合があります。
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